
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣の入金または出金を行う入出金機構を具備する現金自動取引装置において、
　前記現金自動取引装置を制御する本体制御部を有し、
　前記入出金機構は、貨幣を入金または出金する入出金口と、前記入出金口から入金され
る貨幣を判別する判別部と、前記判別部で判別された貨幣を一時的に保管する一時保管部
と、前記判別結果に応じて貨幣を収納し且つ前記入出金機構に対して着脱する複数のカセ
ットと、前記入出金機構を制御する制御部とを有し、
　前記入出金機構の前記制御部は、前記入出金機構にセットされる前記カセットからカセ
ット情報 を取得するとともに取得した前記カセ
ット情報 を前記本体制御部に送信し、
　前記本体制御部は、前記制御部から送信される前記カセット情報を取得するとともに記
憶された前記現金自動取引装置の運用情報を前記入出金機構に送信することを特徴とする
現金自動取引装置。
【請求項２】
　請求項 記載の現金自動取引装置において、
　前記本体制御部または前記入出金機の前記制御部は、前記入出金機構にセットされる前
記カセットの着脱を常にまたは一定間隔で監視し、
　前記監視によって前記カセットの再セットを検知した場合、
　前記本体制御部は、前記制御部から送信される前記カセット情報を再度取得するととも
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に記憶された前記現金自動取引装置の前記運用情報に適しているか否かを判断することを
特徴とする現金自動取引装置。
【請求項３】
　請求項 記載の現金自動取引装置において、
　前記本体制御部は、前記制御部から送信される前記カセット情報のうち金種情報を取得
し、その取得した前記金種情報が記憶された前記運用情報に適しているか否かを判断し、
　前記本体制御部が前記運用情報に適していると判断した場合、前記運用情報に基づいて
前記現金自動取引装置の運用を行ない、
　前記本体制御部が前記運用情報に適していないと判断した場合、その適していない旨を
報告することを特徴とする現金自動取引装置。
【請求項４】
　請求項 記載の現金自動取引装置において、
　前記入出金機構の前記制御部は、前記本体制御部に記憶された前記運用情報を取得して
前記カセット情報が適合するか否かを判断することを特徴とする現金自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、貨幣（紙幣および硬貨）を取り扱う現金自動取引装置に係り、特に、複数の
異なる国で使用可能な現金自動取引装置 関する。なお、本発明は紙幣および硬貨を含む
貨幣一般に適用できるが、以下では説明を簡単にするために”紙幣”を例にして説明する
。
【０００２】
【従来の技術】
金融機関などで使用される現金自動取引装置、特に日本国内で使用される現金自動取引装
置においては、利用客へ紙幣を出金する出金取引と利用客が投入した紙幣を入金する入金
取引をサポートするものが一般的である。
【０００３】
例えば、紙幣を例に取ると、出金取引においては利用客から指定された枚数の紙幣を装置
に搭載される紙幣入出金機構に内蔵される紙幣貯留部より繰出し、紙幣判別部で判別し、
正しく判別された紙幣を出金口へ搬送し利用客へ放出し、また、入金取引においては利用
客より紙幣入出金機構に投入された紙幣を、一枚ずつ繰出して搬送し、紙幣判別部で判別
し、判別結果に従い入金された金額を表示し、利用客が確認し、入金金額を確定した上で
入金取引を成立させるようにしている。
【０００４】
しかし、海外などで使用される現金自動取引装置では、入金機能を有する現金自動取引装
置はほとんど使用されておらず、出金機能のみを有するものがほとんどである。出金機能
のみを有する現金自動取引装置の場合、紙幣入出金機構には紙幣を判別する機能は必須で
はなく、予めセットされている金種が判かっているカセットから利用客より指定された金
額の紙幣を必要枚数だけ繰り出して入出金口に搬送するだけでよい。
【０００５】
このような装置としては、例えば特開平２－７５５５１号公報に開示されたものがある。
これは、紙幣を利用客へ放出するための入出金口と、金種別に紙幣を収納しておく複数の
紙幣カセットと、リジェクト紙幣を収納するリジェクトカセットと、それらをつなぐ搬送
路とから構成され、カセットから繰出した紙幣をそのまま入出金口へ搬送し、出金する方
式となっている。
【０００６】
このような方式の紙幣入出金機構においては、基本的に紙幣を判別する機能はなく、出金
される紙幣の金種はセットされる紙幣の金種に左右されるため、カセットが誤った位置に
入れられないように誤挿入防止機能（例えば、切り欠き部などを設ける）を持たせ、決っ
た金種のカセットは決った位置にしか入らないようにしているか、セットされる金種情報
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をカセット自体に持たせておき、その金種情報によりセットされている金種を確認した上
で、どのカセットから繰出すかを決めているものもある。
【０００７】
また、使用される地域や国が異なり取り扱う紙幣が異なる場合には、カセットにセットす
る紙幣を地域や国に合せて変更すればよく、また取り扱う紙幣が異なる場合には、現金自
動取引装置は、現金の集計処理などが異なるため、予めどこの国または地域の紙幣を取り
扱うかの情報を保持しておきその情報を用いて運用する必要がある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような海外などで使用される出金機能を主要目的とした現金自動取引装置において
、さらに入金された紙幣を判別し計数する入金機能を有するものを実現しようとする場合
、上記出金機能のみの場合と同様に予めどこの国または地域の紙幣を取り扱うかを決めて
運用することになる。これは、一般的には世界中の紙幣を同時に取り扱うことは通常考え
られず、ある特定の地域（国や共通通貨圏）に限定された紙幣を取り扱えるようにすれば
十分であるからである。
【０００９】
また、紙幣を判別し計数する入金機能を実現するためには、現金自動取引装置に搭載され
る紙幣入出金機構には紙幣判別機能が必須となる。しかし、紙幣を判別する機能において
も、世界中の全ての紙幣を同時に見分け判別することは通常不可能であるが、ある特定の
地域（国や共通通貨圏）に限定された紙幣についてその判別を行うことは可能であり、一
般的にはそれで十分である。
【００１０】
このように考えると、紙幣を判別する機能を有する現金自動取引装置においては、現金自
動取引装置本体（本体制御部）と紙幣入出金機構とが取り扱う紙幣範囲を予め一致させて
おく必要がある。しかしながら、従来の国内で使用されているような現金自動取引装置で
は、基本的に、取り扱う紙幣は日本国内の紙幣に限定され、装置側も紙幣入出金機構も国
内専用として作られているため、上記のような取り扱う紙幣の範囲（国、地域、共通通貨
圏）に関する情報をやり取りする概念はなく、プログラム自体も国内専用として作成され
ており、上記のように紙幣を取り扱う紙幣の範囲に関する情報を保持していなかった。
【００１１】
現金自動取引装置本体（本体制御部）が取り扱う紙幣範囲と紙幣入出金機構で判別可能な
紙幣範囲を一致させておかなければ、取り扱う紙幣が全てリジェクトされたり、判別した
紙幣を別の国の紙幣として集計したり、といった重大な障害を発生させる可能性があるの
で、複数の地域で異なった紙幣を取り扱うことを前提とした紙幣を判別する機能を有する
現金自動取引装置においては、現金自動取引装置本体（本体制御部）が取り扱う紙幣範囲
と紙幣入出金機構が判別可能な紙幣とを一致させておく必要がある。
【００１２】
　本発明は、上記問題点を解消し、紙幣を判別する機能を有する現金自動取引装置におい
て、現金自動取引装置（本体制御部）が取り扱おうとする紙幣範囲と紙幣入出金機構（紙
幣判別部）が取り扱える紙幣範囲（さらには紙幣収納庫（カセット）の紙幣の種別）を一
致させて運用させることが可能な現金自動取引装置 提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決しようとする手段】
海外などにおいて複数の地域の紙幣を、設定を変更して取り扱える現金自動取引装置を実
現するためには、その現金自動取引装置が取り扱おうとする紙幣の範囲を示す情報を装置
（本体制御部）側に設定可能とするとともに、紙幣入出金機構には紙幣判別部で判別でき
る紙幣範囲を示す情報を付加し、運用開始時に装置が取り扱おうとする紙幣範囲の情報と
紙幣入出金機構が有する判別範囲情報を、装置が運用に入るまでにチェックする。
【００１４】
チェックの結果、不一致となった場合には運用に入らず、カセットを取りかえるか、装置
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が取り扱う紙幣範囲を変更するか、もしくは紙幣入出金機構の紙幣判別部を変更するなど
により紙幣判別可能範囲を変更する。これにより現金自動取引装置とそれに搭載される紙
幣入出金機構の紙幣取り扱い範囲を合わせて装置として問題なく運用させることが可能と
なる。なお、特許請求の範囲における「貨幣取り扱い機構」は、実施例の紙幣入出金機構
に相当している。
【００１５】
【発明の実施の形態】
（概要）
複数の異なる国、地域の紙幣を紙幣判別し取り扱う現金自動取引装置において、装置が取
り扱おうとする紙幣の範囲と紙幣入出金機構（紙幣判別部）が取り扱える紙幣の範囲を一
致させなければ、リジェクト多発、集計異常などの不具合が発生するため、運用に入る前
に装置（本体制御部）が取り扱おうとする紙幣の範囲と紙幣入出金機構（紙幣判別部）が
取り扱える紙幣の範囲を一致させる必要がある。
【００１６】
そのために、本発明では、現金自動取引装置本体（本体制御部）に取り扱う紙幣の範囲を
示す情報を持たせるとともに、紙幣入出金機構に紙幣判別部で判別できる範囲を示す情報
を持たせ、それらを現金自動取引装置本体（本体制御部）と紙幣入出金機構とで共有でき
るようにして、運用時にそれらをチェックして運用可能かどうかを判断して、運用可能の
場合に運用に入り、運用不可能な場合は設定などを変更して運用可能とした後に運用に入
るようにした。
【００１７】
（実施例）
以下、本発明に係る現金自動取引装置の一実施例を、図面を参照して詳細に説明する。
図１は、本発明を適用した現金自動取引装置１の外観を示す斜視図である。
同図に示すように、現金自動取引装置１の左部内部には、上部正面板１１ａに設けられた
カード用のスロット１４ａと連通し、利用者のカードを処理し、取引明細票を印字して放
出するカード・明細票処理機構１４と、取引の内容を表示したり入力したりする顧客操作
部１３を備えている。
【００１８】
また、現金自動取引装置１の右部内部には、紙幣を処理する紙幣入出金機構１０を備えて
おり、上部の傾いた上部正面板１１ａには紙幣投入や取出し用のスロット１２が設けられ
ている。また、紙幣入出金機構１０の下部の紙幣収納部は、現金自動取引装置１全体を囲
う装置筐体１１ｂとは別の厚い鉄板で構成する金庫筐体１５で囲まれている。装置筐体１
１ｂ自体も堅固な構造であるが、金庫筐体１５は防犯のためにさらに堅固な構造となって
いる。この現金自動取引装置１は、カード，紙幣，明細票などを媒体とし、利用者の預入
れ，支払，振込などの処理を行うことができる。
【００１９】
図２は、本装置の制御関係を示す制御ブロック図である。
前述のように現金自動取引装置１に納められた紙幣入出金機構１０およびカード・明細票
処理機構１４は、それぞれ回線２０ａおよび２０ｂを介して本体制御部２と接続され、ま
た、顧客操作部１３は、バス２１ａを介して本体制御部２と接続され、本体制御部２の制
御下でそれぞれ必要な動作を行う。
【００２０】
本体制御部２は、上記機構部や構成部分の他に、インタフェース部２２，係員操作部２３
，外部記憶装置２４ともバス２１ｂ，２１ｃ，２１ｄを介して接続されており、必要なデ
ータのやりとりを行う。なお、図２に示されている２５は、上記各機構部や構成部分に電
力を供給する電源部である。
【００２１】
図３は、図１の現金自動取引装置１の中で、紙幣入出金機構１０の制御関係を示す制御ブ
ロック図である。
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同図において、紙幣入出金機構１０の制御部３は、現金自動取引装置１の本体制御部２と
回線２０ａを介して接続され、本体制御部２からの指令または紙幣入出金機構１０の状態
検出に応じて紙幣入出金機構１０の制御を行う。
【００２２】
また、制御部３は、紙幣入出金機構１０の動作状況を、必要に応じて本体制御部２に送る
。紙幣入出金機構１０の中では、各ユニット（入出金口３０、紙幣判別部３１、一時保管
庫３２、紙幣搬送路３３、入金庫３４、出金庫３５、リサイクル庫３６）の駆動モータや
電磁ソレノイドやセンサ（図示せず）と接続され、各種取引に応じて、センサで状態を監
視しながら、アクチュエータを駆動制御する。
【００２３】
図４は、紙幣入出金機構１０の機構部の構成を示す側面図である。
同図に示すように、紙幣入出金機構１０は、主に、利用者が紙葉類の投入・取出しを行う
入出金口３０と、紙幣の判別を行う紙幣判別部３１と、入金した紙幣を取引成立までの間
一旦収納する一時保管庫３２と、脱着可能な紙幣カセット３４ａ～３４ｅと、紙幣判別部
３１を通りこれら紙幣カセットに対し紙幣を搬送する紙幣搬送路３３（３３ａ～３３ｃ）
と、制御部３とから構成される。なお、図４では制御部３は省略されている（図３参照）
。
【００２４】
例えば、同図において、紙幣カセット３４ａを入金時取引が成立した紙幣を収納する入金
庫（図３の３４に相当）とし、紙幣カセット３４ｂ～３４ｄを入出金兼用の３個のリサイ
クル庫（図３の３６に相当）とし、紙幣カセット３４ｅを出金用の紙幣を収納する出金庫
（図３の３５に相当）とする構成が考えられる。これら紙幣カセットの構成は変更可能で
あり、例えば最下段の出金庫３４ｅをリサイクル庫にすることも可能である。
【００２５】
図４において、紙幣入出金機構１０は、入出金口３０，紙幣判別部３１，一時保管庫３２
，および紙幣搬送路３３ａから構成される上部搬送機構１０ａと、入金庫３４ａ，リサイ
クル庫３４ｂ～３４ｄ，出金庫３４ｅ，および各収納庫の前面に配される開閉可能な搬送
路４０から構成される下部紙幣機構１０ｂとから構成される。
【００２６】
さらに、下部紙幣機構１０ｂは、厚い鉄板（この例では約５０ｍｍの厚さ）で構成される
金庫筐体１５の中に実装されており、上部搬送機構１０ａと下部紙幣機構１０ｂとの搬送
路は、連結搬送路３３ｂによって相互に接続されている。
【００２７】
なお、下部紙幣機構１０ｂを金庫筐体で囲わない構成を採用することも可能である。この
場合は下部紙幣機構１０ｂ上に直接上部搬送機構１０ａを載置する。
【００２８】
また、紙幣搬送路３３（３３ａ～３３ｃ）は、紙幣判別部３１を双方向に通過させるとと
もに、入出金口３０，一時保管庫３２，入金庫３４ａ，リサイクル庫３４ｂ～３４ｄ，お
よび出金庫３４ｅの間を相互に接続し、取引動作毎に正／逆方向のいずれかに切り替えて
搬送する双方向搬送路である。上部搬送機構１０ａの紙幣搬送路３３ａ，下部紙幣機構１
０ｂの紙幣搬送路３３ｃ，および連結搬送路３３ｂは、図示されない駆動源（モータ）に
よって駆動され、各取引動作毎にモータの回転方向を切り替え、紙幣搬送方向を切り替え
る。
【００２９】
さらに、紙幣搬送路３３（３３ａ～３３ｃ）の分岐点には、切替ゲート４１～４３と５個
所の切替ゲート４４があり、各取引動作毎にそれぞれ記号ａ，ｂとして示されているよう
に紙幣搬送方向を切り替える。
現金自動取引装置１は、上記構成を有する紙幣入出金機構１０を用いることによって、利
用者が指定した枚数を出金する出金取引と、利用者が投入した紙幣を計数し収納する入金
取引を行うことを可能としている。
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【００３０】
次に、入金取引および出金取引の各動作について説明する。
（１）まず、入金取引時の動作を説明する。
入金動作時、入出金口３０に投入された紙幣は、一枚ずつに分離され、紙幣判別部３１ま
で搬送され、紙幣判別部３１において、紙幣の金種や真偽が判定される。
【００３１】
紙幣判別部３１により判別された紙幣は、切替ゲート４２を４２ａ側に切り替えることに
よって、一時保管庫３２に一旦収納される。一方、紙幣判別部３１の判定によって判別で
きなかった紙幣や、傾きを生じている紙幣や、紙幣同志の間隔が異常な紙幣（例えば、重
なっている紙幣）は、リジェクトされるべき紙幣（以下、リジェクト紙幣という）と判定
される。リジェクト紙幣は、切替ゲート４２を４２ｂに切り替えることによって、一時保
管庫３２には取り込まず、入出金口３０に戻されて収納される。入出金口３０に戻されて
収納されたリジェクト紙幣は、利用者に返却される。
【００３２】
取引が確定すると、一時保管庫３２に収納された紙幣は、収納時の順番とは逆の順番で、
一時保管のときとは逆方向に送出され、紙幣判別部３１を逆方向に通過する。そして、こ
の紙幣判別部３１を通過した紙幣は、切替ゲート４１が図示４１ｂ方向に切り替えられ、
連結搬送路３３ｂを通って、紙幣搬送路３３ｃを搬送される。紙幣搬送路３３ｃにおいて
、入金庫３４ａ、リサイクル庫３４ｂ～３４ｄのいずれかの切替ゲート４４が図示４４ｂ
方向に切り替えられることにより、指定の収納庫に収納される。これにより、入金動作は
終了する。
【００３３】
（２）次に、出金取引時の動作を説明する。
出金処理は、まず、出金庫３４ｅ、リサイクル庫３４ｂ～ｄの各金種毎の金庫から所定の
枚数づつ紙幣が繰り出され（このとき対応する切替ゲート４４は４４ｂ側）、紙幣判別部
３１に搬送される。紙幣判別部３１において、金種が判別される。そして、金種が判別さ
れた後、切替ゲート４２は、紙幣を入出金口側に収納するように４２ｂ方向に切替えられ
る。その結果、紙幣判別部３１を通過した紙幣は、入出金口３０に収納され、その後スロ
ット１２の上面のシャッタを開いて利用者が紙幣を取ることができるようにする。利用者
が収納部内にある紙幣を受取ることにより、出金処理は終了する。
【００３４】
次に、図５～図１０を用いて、現金自動取引装置内における、取り扱う紙幣に関する情報
の取扱方法について説明する。ここで説明する現金自動取引装置は、取り扱う紙幣を変更
することが可能であり、運用する地域によってその取扱範囲の設定も可能となっている。
このため現金自動取引装置は、運用開始前に、どのような状態で運用するかを示す運用情
報を設定する。
【００３５】
図５は、現金自動取引装置へ運用に係わる情報（運用情報）を設定する方法の一例を示す
図である。
まず、現金自動取引装置１の運用を開始する前に、係員などが、係員操作部２３を用いて
現金自動取引装置１の運用に関わる情報を入力する。入力された運用に係わる情報は、バ
ス２１ｃを介して本体制御２に伝達され、運用情報５ａとして本体制御部２内の記憶装置
に保持されるとともに、図２に示す外部記憶装置２４にもバス２１ｄを介して伝達され、
不揮発情報として保持される。
【００３６】
図５に示すように、本実施例における運用情報５ａは、当該現金自動取引装置１がどこの
地域の紙幣を取り扱うべきかを示す国別情報５ｂ（例えば、日本、米国、中国など）と、
紙幣カセットの構成をどのようにするかというカセット構成情報５ｃからなる。
【００３７】
ここで、カセット構成情報５ｃの具体例について説明する。
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前述したように、図４に示す紙幣入出金機構１０は複数の紙幣カセットで構成され、それ
ぞれ入金庫、出金庫、リサイクル庫を選択して設定できるようになっている。このため第
１～第５の各カセットについてどの種類のカセットを使用するかをカセット種別５ｄとし
て設定する。図５の例は、第１カセットを入金庫、第２カセット～第４カセットをリサイ
クル庫、第５カセットを出金庫に設定した例である。
【００３８】
さらに、各カセットにはどの種類の紙幣、例えば、国別情報５ｂで米ドル紙幣を取り扱う
と設定した場合、何ドル紙幣をカセットに収納するかという金種情報５ｅを設定する。国
別情報別の金種情報を予め対応表として設定しておき、国別情報別に設定された金種情報
の中から必要な情報を選択するようにすれば操作性がよくなる。
【００３９】
図１０は、国別情報５ｂと金種情報５ｅの対応表の一例を示す図である。図１０の例では
、国別情報５ｂと金種情報５ｅはともにコード化されており、国別情報５ｂのコードは、
日本が“０１”、米国が“０２”、中国が“０３”の場合を示している。
【００４０】
また、各国別情報ごとに金種情報のコードが設定されている。図１０の例では、国別情報
が日本（コード“０１”）の場合、万円が“０１”、千円が“０２”、５千円が“０３”
、２千円が“０４”であり、国別情報が米国（コード“０２”）の場合、１ドルが“０１
”、５ドルが“０２”、１０ドルが“０３”、１００ドルが“０４”、２００ドルが“０
５”であり、国別情報が中国（コード“０３”）の場合、１元が“０１”、１０元が“０
２”、５０元が“０３”の場合を示している。
【００４１】
図５の例は、図１０の対応表を用いて、国別情報を日本（コード“０１”）、第１カセッ
トを入金庫、そこに収納する金種コードを“ＦＦ”とし、第２カセットをリサイクル庫、
そこに収納する金種コードを“０１（万円）”とし、第３カセットをリサイクル庫、そこ
に収納する金種コードを“０２（千円）”とし、第４カセットをリサイクル庫、そこに収
納する金種コードを“０３（５千円）”とし、第５カセットを出金庫、そこに収納する金
種コードを“０４（２千円）”とした場合を示している。
【００４２】
なお、上記例において、第１カセットに金種情報として“ＦＦ”を設定しているが、この
“ＦＦ”は全ての金種を受け入れることを意味しており、リサイクル庫に収納されない紙
幣は第１カセットである入金庫に全て収納することを意味している。
【００４３】
また、上述した対応表を用いない場合には、ＩＳＯで規定された国別コードやテキストコ
ードなどその他の手段で国や金種を表現する方式を用いてもよい。
また、上記説明では運用情報を係員操作部２３から入力する方式を示したが、予め現金自
動取引装置１の制御プログラムに記憶させておくことも可能であることは言うまでもない
。
【００４４】
なお、紙幣入出金機構１０にセットされる各カセット３４ａ～ｅは、それぞれ図示されな
い記憶装置（メモリＩＣなど）を有しており、カセットに関する情報を保持できるように
なっている。図６は、紙幣入出金機構１０に装着されるカセット６の記憶装置に保持され
るカセット情報６ａの一例を示す図である。本例では、カセット情報６ａとして、どのタ
イプ（入金庫かリサイクル庫か出金庫かなど）のカセットであるかを示すカセット種別６
ｂと、国別情報６ｃと、金種情報６ｄが保持される。カセット６にカセット情報６ａを設
定する手段としては、特別な書き込み用の冶具装置を用いてもよいし、紙幣入出金機構１
０に装着し、本体制御部２より書き込み用のコマンドを発行してもらって設定するように
してもよい。
【００４５】
図７は、現金自動取引装置１の本体制御部２、紙幣入出金機構１０、および紙幣カセット
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３４ａ～３４ｅの記憶装置の間における情報の流れを示す図である。図５に示した如き本
体制御部２に記憶された運用情報５ａは、紙幣入出金機構１０に送られ、運用情報７ｄと
して記憶される。また、紙幣入出金機構１０に装着されたカセット３４ａ～３４ｅの記憶
装置に記憶されたカセット情報は、紙幣入出金機構１０により吸上げられ、カセット情報
７ｂとして記憶される。
【００４６】
さらに、紙幣判別部３１の記憶部に記憶されている当該紙幣判別部３１が判別可能な範囲
を示す情報（この情報は設計時に予め記憶させておいても、外部記憶装置２４から読み込
むようにしてもよい）が吸上げられ、判別可能範囲情報７ｃとして記憶される。紙幣入出
金機構１０は、紙幣判別部３１から吸上げた判別範囲情報７ｃとカセットから吸上げたカ
セット情報７ｂをそれぞれ内部情報７ａとして保持するとともに、この内部情報７ａを本
体制御部２へ送って本体側でも５ｆとして記憶する。
【００４７】
これにより、本体制御部１と紙幣入出金機構１０は運用情報５ａとカセット情報７ｂと判
別範囲情報７ｃを共有することができる。本体制御部２と紙幣入出金機構１０はそれぞれ
運用開始前にこれらの情報をチェックし、運用に入れる状態にあるか否かをチェックする
。
【００４８】
例えば、本体制御部２は、どの国の紙幣を取り扱うかを示す国別情報５ｂと紙幣判別部３
１から吸上げた判別可能範囲情報７ｃをチェックし、取り扱うべき国の紙幣を紙幣判別部
３１が判別可能かをチェックする。さらに運用しようとするカセット構成情報５ｃと紙幣
入出金機構１０に装着されたカセットから吸上げたカセット情報７ｂとをチェックする。
【００４９】
例えば、運用しようとする金種とセットされているカセットの金種が正しいか、入金庫、
出金庫、リサイクル庫が正しく装着されているかをチェックする。これにより複数の金種
を取り扱いさらに複数のカセットを装着可能な構成を有する現金自動取引装置においても
間違いなく運用することが可能となる。
【００５０】
次に、図７を用いて説明した情報のやり取りとチェック方法の具体的な動作の一例を、図
８に示すフローチャートを用いて説明する。ここで現金自動取引装置１側に設定すべき情
報は既に係員処理もしくは予めプログラムに設定されているものとする。
【００５１】
現金自動取引装置１に電源が投入されると、現金自動取引装置１の本体制御部２は紙幣入
出金機構１０に対して初期設定コマンドを発行する（ステップＳ８０１）。ここでは予め
現金自動取引装置１の本体制御部２に設定された運用情報５ａを紙幣入出金機構１０に送
信する。紙幣入出金機構１０は前記初期設定で送られた情報を７ｄに格納する（ステップ
Ｓ８０２）。これにより紙幣入出金機構１０はどのような国別情報で紙幣を判別し、どの
ようなカセット構成情報で動作すべきかを知ることができる。
【００５２】
次に、本体制御部２から設定された国別情報と紙幣入出金機構１０の判別可能範囲を比較
し動作可能かどうかをチェックし（ステップＳ８０３）、動作不可能の場合には（ステッ
プＳ８０３：Ｎ）、異常コードを報告し（ステップＳ８０５）、運用に入れないようにし
（ステップＳ８０６：Ｎ）、初期設定内容を修正する（ステップＳ８０７）。
【００５３】
動作可能の場合には（ステップＳ８０３：Ｙ）、正常終了を報告し（ステップＳ８０４）
、運用に入れ（ステップＳ８０６：Ｙ）、次に、現金自動取引装置１の本体制御部２は、
紙幣入出金機構１０のカセット状態や判別の状態を確認するための確認コマンドを発行し
（ステップＳ８０８）、紙幣入出金機構１０の状態を吸上げる。
【００５４】
この場合、紙幣入出金機構１０は各カセットからカセット情報を吸上げ、内部情報７ａに
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カセット情報７ｂとして設定するとともに（ステップＳ８０９）、現金自動取引装置１の
本体制御部２へ報告する（ステップＳ８１０）。
【００５５】
現金自動取引装置１の本体制御部２は、この情報をチェックし、自分が運用しようとして
いる設定とカセットの構成が合っているかを確認する（ステップＳ８１１）。
【００５６】
自分が運用しようとしている設定とカセットの構成が合っている場合は、そのまま運用に
入り（ステップＳ８１１：Ｙ）、自分が運用しようとしている設定とカセットの構成が合
っていない場合には（ステップ８１１：Ｎ）、その旨を図２に示す係員操作部２３などに
表示し（ステップＳ８１３）、カセットの構成を変更し正しい構成とするように修正を促
す。
【００５７】
係員は、カセットのセットに誤りがある場合にはカセットを入れ替えて正しい構成に修正
する。本体制御部２はカセット抜き差しを常時監視しており（ステップＳ８１６）、カセ
ットの抜き差しを検出した場合には、確認コマンドを発行し（ステップＳ８０８）、カセ
ットの状態を再度吸上げ、カセットの構成をチェックする。
【００５８】
また、カセットの構成を変更したい場合には（ステップＳ８１４：Ｙ）、係員操作部２３
より変更した構成情報を入力しカセット構成情報５ｃを修正し（ステップＳ８１５）、再
度初期設定コマンドを発行し変更されたカセット構成情報を紙幣入出金機構１０に伝える
（ステップＳ８０１）。
以上の動作により本体制御部２が運用しようとする状態と紙幣入出金機構１０状態を一致
させることができる。通常はこの状態で始めて装置として運用が可能となる。
【００５９】
次に、紙幣カセットが再セットされた場合の処理について説明する。
図９は、紙幣カセットが再セットされた場合の処理フローチャートである。
同図において、カセットの抜き差しを検出した場合には（ステップＳ９０１：Ｙ）、現金
自動取引装置１の本体制御部２は、紙幣入出金機構１０に対して確認コマンドを発行する
（ステップＳ９０２）。
【００６０】
紙幣入出金機構１０は、確認コマンドを受け付けるとカセット情報を吸上げ、構成記憶情
報として紙幣入出金機構１０内に記憶するとともに（ステップＳ９０３）、現金自動取引
装置１の本体制御部２に対して構成情報を報告する（ステップＳ９０４）。現金自動取引
装置１の本体制御部２は、自装置が運用しようとしているカセットの構成とカセットの実
際の構成が合っているかをチェックする（ステップＳ９０５）。
【００６１】
チェックの結果、自装置が運用しようとしているカセットの構成とカセットの実際の構成
が合っている場合には、そのまま運用を開始する（ステップＳ９０６）。一方、自装置が
運用しようとしているカセットの構成とカセットの実際の構成が合っていない場合には、
構成を変更して運用するか判断し（ステップＳ９０７）、構成を変更して運用する場合に
は装着されているカセット構成に運用する構成を変更し（ステップＳ９０８）、初期設定
コマンドを発行して（ステップＳ９０９）、紙幣入出金機構１０が記憶している構成情報
を変更しそのまま運用に入る（ステップＳ９１０）。
【００６２】
カセットの構成を変更しない場合には（ステップＳ９０７：Ｎ）、係員操作部にカセット
の構成が不一致である旨表示し（ステップＳ９１１）、カセットの再セット促し、ステッ
プＳ９０１に戻ってカセットが再セットされるのを待つ。カセットが再セットされた場合
には（ステップＳ９０１：Ｙ）、上記動作を繰り返す。これにより、運用中にカセットの
構成が変更されることにも対応可能となる。
【００６３】
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以上の動作により現金自動取引装置が装置として取り扱うべき紙幣の情報と紙幣入出金機
構が判別可能な紙幣範囲の情報を、現金自動取引装置本体（本体制御部）と紙幣入出金機
構が共有しチェックすることが可能となり、さらに紙幣入出金機構に装着された紙幣カセ
ットが運用に適するものかも確認し、装置を運用することが可能となる。
【００６４】
上述した如き構成を有する複数個の現金自動取引装置をネットワークを介してセンター装
置（銀行などの金融機関）に接続し、各現金自動取引装置の前記運用情報５ａ，内部情報
７ａ，および各カセットにセットされている紙幣の枚数などを収集して集中管理する現金
自動取引装置集中管理システムを構築することも可能である。
【００６５】
図１１は、現金自動取引装置集中管理システムの実現例を説明するための図である。同図
（ａ）において、１００～２００は各地に配備される現金自動取引装置、３００は銀行な
どに設置されるセンター装置、４００はネットワークを示している。センター装置３００
は、各地に配備されている現金自動取引装置が保持する当該装置が取り扱うべき紙幣範囲
の情報，各貨幣収納庫に収納されている貨幣の情報（金種，金額など）を収集し、管理テ
ーブル３００ａに集中管理している。管理テーブル３００ａでは、上記の他、現金自動取
引装置内の貨幣取り扱い機構が保持する取り扱い可能な貨幣の範囲を示す情報なども管理
するようにしてもよい。同図（ｂ）は、センター装置３００の管理テーブル３００ａで集
中的に管理している情報の一例である。
【００６６】
本現金自動取引装置集中管理システムによると、各国、地域、場所に配備されている現金
自動取引装置の状況を一箇所で集中的に把握でき、どこに配備されている現金自動取引装
置がどのような金種の紙幣をどれだけ収納しているか、また、金種別の運用状況（どの種
類の紙幣がどのくらい使用されているかなど）を知ることができ、現金自動取引装置の将
来的な配備計画，運用計画，紙幣の補充などの管理を容易にかつ適正に行うことが可能に
なる。
【００６７】
なお、前述したように上記実施例では紙幣の処理について説明したが、上述した紙幣入出
金機構１０に、硬貨用の構成、例えば、硬貨入出金口、硬貨判別部，硬貨カセット，硬貨
用搬送路などを併設して設けておくことにより、紙幣および硬貨を取り扱うことができる
貨幣取り扱い機構を実現できる。
【００６８】
【発明の効果】
本発明によれば、紙幣入出金機構を有し、複数の国、地域の紙幣を判別して取り扱う現金
自動取引装置において、装置本体（本体制御部）が取り扱おうとする紙幣と紙幣入出金機
構が取り扱える紙幣を確認し運用でき、さらに装置に装着されたカセットの構成と、装置
として運用しようとする状態が合っているかを確認して運用することが可能となる。この
運用は、複数のカセットから構成され複数の金種を取り扱える現金自動取引装置おいても
実現可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した現金自動取引装置の外観を示す斜視図である。
【図２】現金自動取引装置の制御関係を示す制御ブロック図である。
【図３】紙幣入出金機構の制御関係を示す制御ブロック図である。
【図４】紙幣入出金機構の機構部の構成を示す側面図である。
【図５】現金自動取引装置へ運用に係わる情報（運用情報）を設定する方法の一例を示す
図である。
【図６】紙幣入出金機構に装着されるカセットの記憶装置に保持されるカセット情報の一
例を示す図である。
【図７】現金自動取引装置の本体制御部、紙幣入出金機構、および紙幣カセットの記憶装
置の間における情報の流れを示す図である。
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【図８】図７に示した情報のやり取りとチェック方法の具体的な動作の一例を説明するた
めのフローチャートである。
【図９】紙幣カセットが再セットされた場合の処理フローチャートである。
【図１０】国別情報と金種情報の対応表の一例を示す図である。
【図１１】現金自動取引装置集中管理システムの実現例を説明するための図である。
【符号の説明】
１：現金自動取引装置本体、１１ａ：上部正面板、１１ｂ：装置筐体、２：本体制御部、
３：制御部、５ａ：運用情報、５ｂ：国別情報、５ｃ：カセット構成情報、５ｄ：カセッ
ト種別、５ｅ：金種、６：カセット、６ａ：カセット情報、６ｂ：カセット種別、６ｃ：
国別情報、６ｄ：金種、７ａ：内部情報、７ｂ：カセット情報、７ｃ：判別可能範囲情報
、７ｄ：運用情報、１０：紙幣入出金機構、１０ａ：上部搬送機構、１０ｂ：下部紙幣機
構、１２：紙幣スロット、２３：係員操作部、２１ｃ：バス、３０：入出口、３１：紙幣
判別部、３２：一時保管庫、３３ａ～３３ｃ：紙幣搬送路、３４ａ：入金庫、３４ｂ～ｄ
：リサイクル庫、３４ｅ：出金庫、４１～４４：切替ゲート、１００～２００：現金自動
取引装置本体、３００：センター装置、３００ａ：管理テーブル、４００：ネットワーク
。
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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